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告 示

高知県告示第605号

　高知県議会定例会を、平成23年 9 月20日に高知県議会議事堂に

招集する。

　　平成23年 9 月13日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第606号

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨

の通知があったので、測量法（昭和24年法律第188号）第14条第

 3 項の規定により告示する。

    平成23年 9 月13日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　作業種類

　　基本測量（重点地域高精度三次元測量）

 2 　作業期間

　　平成23年 9 月12日から平成24年 1 月31日まで

 3 　作業地域

　  室戸市並びに安芸郡東洋町、田野町及び北川村

高知県告示第607号

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨

の通知があったので、測量法（昭和24年法律第188号）第14条第

 3 項の規定により告示する。

    平成23年 9 月13日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　作業種類

　　基本測量（電子基準点現地調査）

 2 　作業期間

　　平成23年 9 月16日から平成24年 1 月31日まで

 3 　作業地域

　  安芸市、宿毛市、土佐清水市、四万十市及び幡多郡大月町

高知県告示第608号

　安芸郡安田町唐浜の一部地区における地籍調査の成果は、国土

調査法（昭和26年法律第180号）第19条第 2 項の規定により国土

調査の成果として認証したので、同条第 4 項の規定により次のと

おり告示する。

　　平成23年 9 月13日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　調査を行った者の名称

安田町

 2 　調査を行った地域及び時期

安芸郡安田町唐浜の一部

平成18年度及び平成19年度

 3 　成果の名称

安田町地籍図及び地籍簿

 4 　認証年月日

　　平成23年 9 月13日

高知県告示第609号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律

第57号）第 3 条第 1 項の規定に基づき、次に掲げる土地の区域を

急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県須

崎土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成23年 9 月13日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　高岡郡津野町石神成（追加）

( 1 )　標柱を設置した土地の地番

( 2 )　区域

平成20年10月高知県告示第634号で指定した高岡郡津野町

石神成急傾斜地崩壊危険区域内（以下「634号区域」とい

う。）に存する標柱 1 と標柱 8 を国道197号に沿って結んだ

線、標柱 8 から10までを順次に直線で結んだ線、標柱10と

634号区域に存する標柱 2 を直線で結んだ線及び634号区域に

存する標柱 2 と634号区域に存する標柱 1 を直線で結んだ線

により囲まれた区域内とする。

 2 　高岡郡檮原町東川（追加）

( 1 )　標柱を設置した土地の地番

標柱番号

 8 

 9 

10

標柱番号

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

所在地

高岡郡津野町永野字上ミ屋

〃　　〃　　〃　〃

〃　　〃　　〃　〃

所在地

高岡郡檮原町東川

〃　　〃　　〃　

〃　　〃　　〃　

〃　　〃　　〃　

〃　　〃　　〃　

〃　　〃　　〃　

〃　　〃　　〃　

〃　　〃　　〃　

〃　　〃　　〃　

〃　　〃　　〃　

地番

619− 1 

884− 2 

618− 2 

地番

483

484

495

487

481

502

507

536

531

510

( 2 )　区域

平成15年 9 月高知県告示第566号で指定した高岡郡檮原町

東川急傾斜地崩壊危険区域内（以下「566号区域」とい

う。）に存する標柱12と標柱14を直線で結んだ線、標柱14か

ら18までを順次に直線で結んだ線及び標柱18と566号区域に

存する標柱12を直線で結んだ線により囲まれた区域内並びに

標柱19から23までを順次に直線で結んだ線及び標柱23と19を

直線で結んだ線により囲まれた区域内とする。

高知県告示第610号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成23年 9 月13日から 2 週間高知県土木部道



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
9
3
7
3
号

　
平
成

2
3
年
 9
 月

1
3
日
（
火
曜
日
）
　

22

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 9 月13日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名  十和吉野

 3 　道路の区域

高知県告示第612号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成23年 9 月13日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央東土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 9 月13日             

                                  高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　田村高須

 3 　道路の区域

う。）

( 2 )　施設の所在地

香美市土佐山田町大平80番地

( 3 )　施設の概要

募集要項に記載のとおり

 2 　指定管理者が行う業務

( 1 )　研修館の許可施設の利用の許可に関する業務

( 2 )　研修館の許可施設の利用料金の徴収に関する業務

( 3 )　研修館の施設及び設備の維持管理に関する業務

( 4 )　研修館の利用促進に関する業務

( 5 )　研修館の食堂の運営に関する業務

( 6 )　研修館の設置の目的を達成するための事業の企画及び運

営に関する業務

 3 　指定期間

平成24年 4 月 1 日から平成27年 3 月31日まで。ただし、業務

を継続することが適当でないと認められるときは、その指定を

取り消すものとする。

 4 　応募資格

高知県内に主たる事務所（本社又は本店等）を有し、 3 の指

定期間中、研修館の利用において、県民の平等利用を確保し、

その業務に係る経費の縮減を図り、効率的に研修館の管理運営

をすることができる法人その他の団体又はこれらのものにより

構成されるグループとする。

 5 　指定の手続

( 1 )　指定管理者の指定を受けようとするもの（( 3 )の公募参

加表明書を提出したものに限る。）は、( 2 )の募集期間内に

指定管理者指定申請書（以下「申請書」という。）に次に掲

げる書類を添えて、 7 に持参又は郵送により提出すること。

ア　 2 の業務に係る事業計画書

イ　 2 の業務に係る収支予算書

ウ　定款、規約その他これらに類する書類

エ　法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の

団体にあっては当該団体の代表者の住民票（本籍地の記載

は、不要とする。）の写し（いずれの書類も提出の日前 3 

月以内に発行されたものに限る。）

オ　申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び

前々事業年度に係る貸借対照表、損益計算書その他の経営

状況を明らかにする書類

カ　募集要項に記載している応募資格の欠格事項等に該当し

ない旨の誓約書

キ　直近の県税並びに消費税及び地方消費税に係る納税証明

書

ク　設立趣旨書、事業内容を記載したパンフレット等団体の

概要が分かるもの

ケ　グループでの応募の場合にあっては、その構成員の役割

区 　 　　 間

区 　 　　 間

変更前

後の別

変更前

後の別

敷地の幅員

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

高岡郡四万十町十川

字松ノコエ270番17

から

高岡郡四万十町十和

川口字一ノ瀬555番

 2 まで

高岡郡四万十町十川

字松ノコエ270番17

から

高岡郡四万十町十和

川口字一ノ瀬555番

 4 まで

高岡郡四万十町十川

字松ノコエ270番17

から

高岡郡四万十町十和

川口字一ノ瀬555番

 4 まで

前

4.8

          　  

13.6

 5.0

         

46.0

〜

〜

Ａ

Ｂ

5.0

         

46.0

〜後

520

351

351

高知県告示第611号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成23年 9 月13日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 9 月13日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名  大久保伊尾木

 3 　道路の区域

安芸市奈比賀字小鯛

ケ渕1753番51

〜 47前

〜 47後

4.5

            　  

9.6

5.8

12.7

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

35
平成23年 9 月13

日

南国市大埇字久保田乙495

番 4 から

南国市大埇字久保田乙495

番 1 まで

高知県告示第613号

　次の道を建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第 2 項の

規定により指定する。

　　平成23年 9 月13日

         　　　　　　　　　　　 　高知県知事　尾﨑　正直

　南国市岡豊町小蓮字宮ノ前480番 1 地先から477番 5 地先に至る

延長44.35メートルの道

公 告

森林総合センターの設置及び管理に関する条例（平成11年高知

県条例第 6 号）第 3 条に規定する指定管理者（以下「指定管理

者」という。）を次のとおり募集する。

平成23年 9 月13日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　指定管理者が業務を行う施設の概要

( 1 )　施設の名称

高知県立森林研修センター研修館（以下「研修館」とい



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
9
3
7
3
号

　
平
成

2
3
年
 9
 月

1
3
日
（
火
曜
日
）
　

33

分担に関する書類

( 2 )　募集期間は、平成23年 9 月16日（金）から同年10月17日

（月）まで（高知県の休日を定める条例（平成元年高知県条

例第 2 号）第 1 条第 1 項各号に掲げる日を除く。）の午前 8 

時30分から午後 5 時15分まで（午後零時から午後 1 時までの

間を除く。）の間とする。ただし、郵送による場合は、書留

郵便によるものとし、平成23年10月17日午後 5 時15分までに

必着すること。

( 3 )　応募を検討しているものは、公募参加表明書を平成23年

 9 月15日（木）から同年10月 7 日（金）まで（高知県の休日

を定める条例第 1 条第 1 項各号に掲げる日を除く。）の午前

 8 時30分から午後 5 時15分まで（午後零時から午後 1 時まで

の間を除く。）の間に 7 に提出すること。

( 4 )　現地説明会を平成23年 9 月21日（水）午前10時から開催

するので、参加を希望するものは、 7 に事前に申し込むこ

と。

( 5 )　( 1 )の提出書類の提出のあったものの中から指定管理者

の候補者を選定し、議会の議決を経て、指定管理者として指

定する。

( 6 )　募集の詳細及び申請書の様式等については、募集要項を

参照すること。

なお、募集要項の配布は、平成23年 9 月15日から同年10月

17日まで（高知県の休日を定める条例第 1 条第 1 項各号に掲

げる日を除く。）の午前 8 時30分から午後 5 時15分まで（午

後零時から午後 1 時までの間を除く。）の間に 7 で行う。ま

た、募集要項は、高知県林業振興・環境部森づくり推進課の

ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030201）からも入

手することができる。

( 7 )　( 1 )の提出書類に虚偽の記載があった場合は、失格とす

る。

 6 　その他

県は、指定管理者と研修館の管理運営業務に関する協定を締

結し、当該協定に基づき業務に係る経費を指定管理者に支払

う。

 7 　申請書等の提出場所、公募参加表明書の提出先、現地説明会

の参加申込先及び募集要項の配布場所並びに問い合わせ先

郵便番号780−0850

高知市丸ノ内一丁目 7 −52

高知県林業振興・環境部森づくり推進課

電話088−821−4571　ファクシミリ番号088−821−4576

電子メールアドレス030201＠ken.pref.kochi.lg.jp

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第 3 項の規定によ

り、開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告する。

　　平成23年 9 月13日

高知県知事　尾﨑　正直

( 4 )　実施場所

高知市朝倉戊375番地 1 　

高知県立ふくし交流プラザ

 2 　受講者定員

受講者定員は、次のとおりとする。ただし、次のいずれかの

種別の講習が定員に満たない場合は、一方の定員を増員する。

　( 1 )　新規取得講習　25人

　( 2 )　追加取得講習　 5 人

 3 　受講資格者

　( 1 )　新規取得講習

受講申込み時において、次のいずれかに該当する者とす

る。

ア　最近 5 年間に 2 号業務の区分に係る警備業務に従事し

た期間が通算して 3 年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委

員会規則第20号。以下「検定規則」という。）第 4 条に

規定する 1 級の検定（ 2 号業務の区分に係るものに限

る。以下「 1 級検定」という。）に係る法第23条第 4 項

の合格証明書（以下「合格証明書」という。）の交付を

受けている者

ウ　検定規則第 4 条に規定する 2 級の検定（ 2 号業務の区

分に係るものに限る。以下「 2 級検定」という。）に係

る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該

合格証明書の交付を受けた後、継続して 1 年以上 2 号業

務の区分に係る警備業務に従事しているもの

エ　検定規則附則第 3 条の規定による廃止前の警備員等の

検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第 5 

号。以下「旧検定規則」という。）第 1 条第 2 項に規定

する 1 級の検定（ 2 号業務の区分に係るものに限る。以

下「旧 1 級検定」という。）に合格した者

オ　旧検定規則第 1 条第 2 項に規定する 2 級の検定（ 2 号

業務の区分に係るものに限る。以下「旧 2 級検定」とい

う。）に合格した警備員であって、旧 2 級検定に合格し

た後、継続して 1 年以上 2 号業務の区分に係る警備業務

に従事しているもの

( 2 )　追加取得講習

受講申込み時において、 2 号業務以外の警備業務の区分に

係る資格者証等の交付を受けている者であって、( 1 )のいず

れかに該当するものとする。

 4 　受講希望の事前申込み及び受講予定者の確定方法

　( 1 )　受講希望の事前申込方法

ア　新規取得講習又は追加取得講習の受講を希望する者（以

下「受講希望者」という。）は、県内の各警察署又は社団

法人高知県警備業協会（高知市本町二丁目 3 番31号　ＬＳ

ビル 3 階。以下「高知県警備業協会」という。）で交付す

許可番号
開発許可を受けた

者の住所及び氏名

高知市一宮中町一

丁目 9 番49− 2 号

　恵夢美絵Ⅱ202

葛目　朱美

南国市田村乙1084

番地 1 

久家　史敬

平成23年 4 月27日

23高都計第25号

平成23年 7 月28日

23高都計第227号

開発区域に含まれる

地域の名称

南国市稲生字宮田

367番 1 

南国市田村字北神母

ノ木乙1084番 2 の一

部ほか

公 安 委 員 会 告 示

高知県公安委員会告示第20号

警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22

条第 2 項第 1 号に規定する警備員指導教育責任者講習（以下「講

習」という。）を次のとおり実施する。

　　平成23年 9 月13日

　　　　　　　　　　　高知県公安委員会委員長　近森　正幸

 1 　講習に係る警備業務の区分、種別、実施期日及び実施場所

　( 1 )　警備業務の区分

法第 2 条第 1 項第 2 号に規定する警備業務（以下「 2 号業

務」という。）

　( 2 )　種別

ア　法第22条第 2 項の警備員指導教育責任者資格者証及び警

備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等

に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第 2 号。以下

「講習規則」という。）第 7 条第 1 項に規定する警備員指

導教育責任者講習修了証明書（以下「資格者証等」とい

う。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下

「新規取得講習」という。）

イ　講習規則第 6 条第 1 項の講習（以下「追加取得講習」と

いう。）

　( 3 )　実施期日

ア　新規取得講習

平成23年11月 8 日（火）から同月16日（水）まで（日曜

日及び土曜日を除く。）の 7 日間

イ　追加取得講習

平成23年11月14日（月）から同月16日までの 3 日間
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る警備員指導教育責任者講習ＦＡＸ申込書（以下「申込

書」という。）により事前申込みを行うこと。

イ　申込書の受付は、高知県警備業協会に設置するファクシ

ミリ（ファクシミリ番号088−871−4760）により行う。

ウ　申込みは、 1 通につき 1 名とし、 1 回の送信での受付

は、 1 通のみとする。

( 2 )　事前申込みの受付期間

ア　平成23年10月11日（火）及び12日（水）の午前 9 時から

午後 4 時までの間とする。

イ　受付時間外に受信した申込書は、無効とする。

なお、受信時間の確認は、申込書の受付に使用するファ

クシミリの表示時間によって行う。

( 3 )　受講予定者の確定方法

ア　受講予定者の確定方法は、申込書の先着順とする。

イ　受講予定者に確定した受講希望者には、平成23年10月13

日（木）に、高知県警備業協会が電話により確定通知を行

う。

ウ　確定通知を受けた受講希望者は、高知県警備業協会にお

いて、警備員指導教育責任者講習受講希望申込確認書（以

下「受講申込確認書」という。）の交付を受けること。

 5 　受講申込手続

受講申込確認書の交付を受けた者は、次のとおり受講申込み

の手続を行うこと。

( 1 )　受講申込書等の提出期間

平成23年10月17日（月）から同月19日（水）までの午前

 8 時30分から午後 5 時までの間とする。

なお、提出期間内に受講申込手続を行わなかった場合

は、受講予定者に確定していることを無効とする。

( 2 )　受講申込書等の提出先

高知県内に住所を有する者にあっては住所地を管轄する

警察署とし、高知県外に住所を有する者にあっては高知県

内の最寄りの警察署とする。

( 3 )　提出書類

ア　受講申込書（講習規則第 4 条第 1 項に規定する別記様

式第 1 号の受講申込書に必要事項を記入の上、受講申込

手続を行う者の写真（受講申込書の提出前 6 月以内に撮

影した無帽、正面、無背景の顔写真）を貼り付けたも

の）　 1 通

イ　 3 の受講資格者に該当することを疎明する次の書面

 1 通

(ア)　 3 の( 1 )のアに該当する者にあっては、 2 号業務

の区分に係る警備業務に従事していたことを疎明する

警備業者等の作成に係る書面（以下「警備業務従事証

明書」という。）及び履歴書

(イ)　 3 の( 1 )のイに該当する者にあっては、 1 級検定

に係る合格証明書の写し

(ウ)　 3 の( 1 )のウに該当する者にあっては、 2 級検定

に係る合格証明書の写し及び警備業務従事証明書

(エ)   3 の( 1 )のエに該当する者にあっては、旧 1 級検

定に係る旧検定規則第 8 条に規定する合格証（以下

「合格証」という。）の写し

(オ)   3 の( 1 )のオに該当する者にあっては、旧 2 級検

定に係る合格証の写し及び警備業務従事証明書

ウ　追加取得講習を受講しようとする者にあっては、交付

を受けている資格者証等の写し　 1 通

エ　受講申込確認書　 1 通

( 4 )　受講申込書等の提出方法

受講申込書等の提出は、講習を受講しようとする者が直

接行うこと。

なお、郵送又は代理人による提出は、認めない。

 6 　受講手数料の額並びに納付の時期及び方法

講習を受講しようとする者は、受講手数料として、新規取得

講習にあっては38,000円、追加取得講習にあっては14,000円の

額に相当する高知県収入証紙を受講申込書等の提出時に納付す

ること。

なお、納付された受講手数料は、返還しない。

 7 　講習の委託

講習は、高知県警備業協会に委託して実施する。

 8 　講習に関する問い合わせ先

( 1 )　高知県警備業協会（電話番号088−824−3404）

( 2 )　高知県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業係（電

話番号088−826−0110内線3022、3024）又は県内の各警察署警

備業担当係
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